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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　部屋の出入口を開閉する引戸式ドアの戸袋構造において、
　前記出入口を開放するべくドアが移動した際にドアを収容するドア収容空間を仕切る室
外側パネルと室内側パネルとを有し、
　前記室内側パネルの上部と下部に、室内に向けて開口する通風口を備えた上側通風室と
下側通風室とがそれぞれ設けられ、
　前記室内側パネルの内部に、上端が前記上側通風室に連通すると共に下端が前記下側通
風室に連通する上下方向に貫通した通風路が設けられ、
　前記室内側パネルに、前記上側通風室の通風口と下側通風室の通風口の一方から吸い込
んだ室内空気を前記通風路を通して他方から吹き出すための強制送風を行うファンが設け
られ、
　前記室外側パネルが日照を受ける屋外に向けて配置されており、
　前記室内側パネルが、内パネルと外パネルとを有しそれら内パネルと外パネル間に前記
通風路を確保した二層パネル構造として構成されており、
　さらに、前記室外側パネルと前記室内側パネルの外パネルとが日照を透過する透明部材
で構成され、前記室内側パネルの内パネルの前記通風路に面する板面に、前記室外側パネ
ルおよび前記室内側パネルの外パネルを透過して来た日照を反射して前記通風路内の空気
を温めるための反射面が設けられている
ことを特徴とする空気循環機能を備えた引戸式ドアの戸袋構造。



(2) JP 6117535 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

【請求項２】
　部屋の出入口を開閉する引戸式ドアの戸袋構造において、
　前記出入口を開放するべくドアが移動した際にドアを収容するドア収容空間を仕切る室
外側パネルと室内側パネルとを有し、
　前記室内側パネルの上部と下部に、室内に向けて開口する通風口を備えた上側通風室と
下側通風室とがそれぞれ設けられ、
　前記室内側パネルの内部に、上端が前記上側通風室に連通すると共に下端が前記下側通
風室に連通する上下方向に貫通した通風路が設けられ、
　前記室内側パネルに、前記上側通風室の通風口と下側通風室の通風口の一方から吸い込
んだ室内空気を前記通風路を通して他方から吹き出すための強制送風を行うファンが設け
られ、
　前記室外側パネルが日照を受ける屋外に向けて配置されており、
　前記室外側パネルの外面、または、前記室外側パネルが日照を透過する透明部材で構成
され、しかも、前記室内側パネルの外面に、日照を反射する反射面が設けられている
ことを特徴とする空気循環機能を備えた引戸式ドアの戸袋構造。
【請求項３】
　前記ファンを駆動制御する制御手段を備えており、
　前記制御手段が、前記ドアの開放中に前記ファンを停止させることを特徴とする請求項
１又は２に記載の空気循環機能を備えた引戸式ドアの戸袋構造。
【請求項４】
　前記ファンを駆動制御する制御手段を備えると共に、
　前記室内側パネルの上部と下部にそれぞれ温度センサを備えており、
　前記制御手段が、前記上側の温度センサと下側の温度センサの検出する上部と下部の温
度差に応じて前記ファンによる送風量を変化させることを特徴とする請求項１～３のいず
れか１項に記載の空気循環機能を備えた引戸式ドアの戸袋構造。
【請求項５】
　前記室外側パネルが日照を受ける屋外に向けて配置されており、
　前記室外側パネルの外面の少なくとも一部に太陽電池パネルが配置されていることを特
徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の空気循環機能を備えた引戸式ドアの戸袋構
造。
【請求項６】
　前記室内側パネルが、上下方向に互いに平行に貫通した複数の空間を有したハニカムパ
ネル構造または中空パネル構造、あるいは、複数の丸パイプや角パイプを上下方向に互い
に平行に並べて合体させることでパイプ内部に上下方向に互いに平行に貫通した複数の空
間を形成したパイプ合体パネル構造、のうちの１つまたは複数の組み合わせとして構成さ
れており、前記複数の空間が前記通風路として利用されていることを特徴とする請求項１
～５のいずれか１項に記載の空気循環機能を備えた引戸式ドアの戸袋構造。
【請求項７】
　前記上側通風室の通風口と下側通風室の通風口の前記一方に、集塵用のフィルタを取り
付けたことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の空気循環機能を備えた引戸
式ドアの戸袋構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、部屋の出入口の側方に設けられた、空気循環機能を備えた引戸式ドアの戸袋
構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　部屋の出入口に引戸式の自動ドアを設ける場合、ドアの戸尻側に、ドアのスライドによ
る巻き込み防止のためのフィックス板や防護柵あるいは戸袋を設置している（例えば、特
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許文献１参照）。
　また、従来では、部屋の空気を循環させて室内の温度を一定にするために、床面や天井
に送風機を設置して室内の空気を撹拌することが行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１１６７７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来の自動ドアの戸袋は、戸袋としての機能を果たすだけのものであるから
、室内の空気を循環させたい場合は、上述のように、床面や天井に空気循環のための送風
機を設置せざるを得なかった。
　しかし、床面に送風機を設置した場合は、送風機が邪魔になる上、送風機が転倒したり
送風機の回転羽に人の手などが触れる危険があり、また、天井に送風機を設置した場合は
、送風機の下側へ強い風が吹き付けられるなどの問題があり、いずれも邪魔にならずに安
全で快適な空気循環を行うことができなかった。
【０００５】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、邪魔にならない場所に設置す
ることができると共に、安全で快適な空気循環を行うことのできる、空気循環機能を備え
た引戸式ドアの戸袋構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するために、以下の手段を採用する。
　すなわち、請求項１の発明に係る空気循環機能を備えた引戸式ドアの戸袋構造は、部屋
の出入口を開閉する引戸式ドアの戸袋構造において、前記出入口を開放するべくドアが移
動した際にドアを収容するドア収容空間を仕切る室外側パネルと室内側パネルとを有し、
前記室内側パネルの上部と下部に、室内に向けて開口する通風口を備えた上側通風室と下
側通風室とがそれぞれ設けられ、前記室内側パネルの内部に、上端が前記上側通風室に連
通すると共に下端が前記下側通風室に連通する上下方向に貫通した通風路が設けられ、
　前記室内側パネルに、前記上側通風室の通風口と下側通風室の通風口の一方から吸い込
んだ室内空気を前記通風路を通して他方から吹き出すための強制送風を行うファンが設け
られ、前記室外側パネルが日照を受ける屋外に向けて配置されており、前記室内側パネル
が、内パネルと外パネルとを有しそれら内パネルと外パネル間に前記通風路を確保した二
層パネル構造として構成されており、さらに、前記室外側パネルと前記室内側パネルの外
パネルとが日照を透過する透明部材で構成され、前記室内側パネルの内パネルの前記通風
路に面する板面に、前記室外側パネルおよび前記室内側パネルの外パネルを透過して来た
日照を反射して前記通風路内の空気を温めるための反射面が設けられていることを特徴と
する。
【０００７】
　請求項２の発明に係る空気循環機能を備えた引戸式ドアの戸袋構造は、部屋の出入口を
開閉する引戸式ドアの戸袋構造において、前記出入口を開放するべくドアが移動した際に
ドアを収容するドア収容空間を仕切る室外側パネルと室内側パネルとを有し、前記室内側
パネルの上部と下部に、室内に向けて開口する通風口を備えた上側通風室と下側通風室と
がそれぞれ設けられ、前記室内側パネルの内部に、上端が前記上側通風室に連通すると共
に下端が前記下側通風室に連通する上下方向に貫通した通風路が設けられ、前記室内側パ
ネルに、前記上側通風室の通風口と下側通風室の通風口の一方から吸い込んだ室内空気を
前記通風路を通して他方から吹き出すための強制送風を行うファンが設けられ、前記室外
側パネルが日照を受ける屋外に向けて配置されており、前記室外側パネルの外面、または
、前記室外側パネルが日照を透過する透明部材で構成され、しかも、前記室内側パネルの
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外面に、日照を反射する反射面が設けられていることを特徴とする。
【０００８】
　請求項３の発明に係る空気循環機能を備えた引戸式ドアの戸袋構造は、請求項１又は２
に記載の構成において、前記ファンを駆動制御する制御手段を備えており、前記制御手段
が、前記ドアの開放中に前記ファンを停止させることを特徴とする。
【０００９】
　請求項４の発明に係る空気循環機能を備えた引戸式ドアの戸袋構造は、請求項１～３の
いずれかに記載の構成において、前記ファンを駆動制御する制御手段を備えると共に、前
記室内側パネルの上部と下部にそれぞれ温度センサを備えており、前記制御手段が、前記
上側の温度センサと下側の温度センサの検出する上部と下部の温度差に応じて前記ファン
による送風量を変化させることを特徴とする。
【００１０】
　請求項５の発明に係る空気循環機能を備えた引戸式ドアの戸袋構造は、請求項１～４の
いずれかに記載の構成において、前記室外側パネルが日照を受ける屋外に向けて配置され
ており、前記室外側パネルの外面の少なくとも一部に太陽電池パネルが配置されているこ
とを特徴とする。
【００１２】
　請求項６の発明に係る空気循環機能を備えた引戸式ドアの戸袋構造は、請求項１～５の
いずれかに記載の構成において、前記室内側パネルが、上下方向に互いに平行に貫通した
複数の空間を有したハニカムパネル構造または中空パネル構造、あるいは、複数の丸パイ
プや角パイプを上下方向に互いに平行に並べて合体させることでパイプ内部に上下方向に
互いに平行に貫通した複数の空間を形成したパイプ合体パネル構造、のうちの１つまたは
複数の組み合わせとして構成されており、前記複数の空間が前記通風路として利用されて
いることを特徴とする。
【００１３】
　請求項７の発明に係る空気循環機能を備えた引戸式ドアの戸袋構造は、請求項１～６の
いずれかに記載の構成において、前記上側通風室の通風口と下側通風室の通風口の前記一
方に、集塵用のフィルタを取り付けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１の発明によれば、引戸式ドアの付帯設備である戸袋を利用して、床付近の空気
と天井付近の空気を効率よく循環させることができるので、邪魔にならずに設置すること
ができ、別に空気循環用の送風機を室内に備える必要がない。従って、送風機の転倒の問
題や送風機の回転羽に人の手が触れる危険などを排除できる。また、出入口付近の戸袋か
らの送風となるので、室内の特定箇所へ局部的に強い風が吹き付けられるような問題も排
除できる。また、ファンの停止中は、通風路内に滞留する空気によって断熱効果を発揮で
きるので、戸袋を通しての室内外の熱の授受を抑制することができる。
　また、例えば冬場に通風路内の空気を温めることができるので、ファンを停止した状態
でも自然対流による空気の循環効果が得られる。
【００１５】
　請求項２の発明によれば、引戸式ドアの付帯設備である戸袋を利用して、床付近の空気
と天井付近の空気を効率よく循環させることができるので、邪魔にならずに設置すること
ができ、別に空気循環用の送風機を室内に備える必要がない。従って、送風機の転倒の問
題や送風機の回転羽に人の手が触れる危険などを排除できる。また、出入口付近の戸袋か
らの送風となるので、室内の特定箇所へ局部的に強い風が吹き付けられるような問題も排
除できる。また、ファンの停止中は、通風路内に滞留する空気によって断熱効果を発揮で
きるので、戸袋を通しての室内外の熱の授受を抑制することができる。
　また、室外側パネルの外面に設けた反射面により、例えば夏場に日射を反射することが
できるので、室内の温度上昇を抑えることができる。
【００１６】
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　請求項３の発明によれば、出入口のドアが開放しているときにファンによる送風を止め
るので、ドアの開放により室外から室内に入ってきた空気を、できるだけ室内に循環させ
ないようにすることができる。例えば、ドアが屋外と屋内を仕切るものである場合、冬期
にドアを開放すると、冷たい外気が出入口の主に下側（出入りする人の足元）から室内に
入り込んで来る。ここで、下部の通風口から空気を吸い込んで上部の通風口から吹き出す
下部吸込運転をしている場合、ドアの開放中に入り込んで来た冷たい空気を出入口の真横
にある戸袋の下側から吸い込んで室内に循環させてしまうことになる。この点、本発明は
、ドアの開放中にファンを停止させることにより、これを防ぐことができる。また、上部
の通風口から空気を吸い込で下部の通風口から吹き出す下部吹出運転をしている場合は、
ドアの開放中に入り込んで来た冷たい空気を、通風口から送風する空気で巻き込んでしま
い、冷たい空気の流入を助長するおそれがあるが、本発明は、ドアの開放中にファンを停
止させることにより、これを防ぐことができる。
【００１７】
　請求項４の発明によれば、上部と下部の温度差が大きいときに送風量を増大させ、温度
差が小さいときに送風量を減少させることにより、温度差に応じた適切な送風量により空
気循環を促進させることができ、室内の温度の均一化に貢献することができる。
【００１８】
　請求項５の発明によれば、太陽電池パネルで発電した電力をファンの駆動に使用するこ
とにより、省エネ効果を上げることができる。また、太陽電池パネルで発電した電力でフ
ァンの駆動電力を全て賄えるようにすることができれば、配線工事を最小限に抑えること
も可能である。
【００２０】
　請求項６の発明によれば、通風路を形成する仕切りの壁が室内側パネル内に多く存在す
ることになるので、室内側パネルの強度アップを図ることができると共に、通風路を通過
する空気と室内側パネルの伝熱面積の増加により熱交換を促進させることができる。つま
り、室内側パネル自体を熱交換器として機能させることも可能となる。
【００２１】
　請求項７の発明によれば、前記上側通風室の通風口と下側通風室の通風口の前記一方に
、集塵用のフィルタを取り付けているので、室内の空気をフィルタに通過させるときに塵
埃を除去することができ、室内の空気の清浄化を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１実施形態の戸袋構造の側断面図である。
【図２】図１の要部を拡大して示す斜視断面図である。
【図３】図２の室内側パネルだけを取り出してその構成を示す斜視断面図である。
【図４】第１実施形態の戸袋構造の水平断面図である。
【図５】同戸袋構造の室内側から見た正面図である。
【図６】同戸袋構造を空気循環運転した際の空気の流れを示す図で、（ａ）は下部吸込運
転時の空気の流れを示す側断面図、（ｂ）は下部吹出運転時の空気の流れを示す側断面図
である。
【図７】本発明の第２実施形態の戸袋構造の室外側から見た正面図である。
【図８】本発明の第３実施形態の戸袋構造の側断面図である。
【図９】本発明の第４実施形態の戸袋構造の側断面図である。
【図１０】本発明の第１～第４のいずれかの実施形態の戸袋構造を、屋外と屋内を連通す
る出入口のドアの戸袋に適用した場合の課題を説明するための図で、冬場のドアの開放時
に冷たい外気が室内に流れ込む様子を矢印で示す室内側から見た正面図である。
【図１１】図１０と同じ様子を示す水平断面図である。
【図１２】図１０を同じ様子を示す側断面図である。
【図１３】本発明の実施形態の戸袋構造の駆動システムの一例を示す制御ブロック図であ
る。



(6) JP 6117535 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

【図１４】図１３の駆動システムによって、図１０～図１２にて示した課題を解決する場
合の制御の流れの一例を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の実施形態の戸袋構造における室内側パネルの他の例（ａ）～（ｃ）を
示す水平断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
　図１は第１実施形態の戸袋構造の側断面図、図２はその要部を拡大して示す斜視断面図
、図３は室内側パネルだけを取り出してその構成を示す斜視断面図、図４は戸袋構造の水
平断面図、図５は戸袋構造の室内側から見た正面図である。
【００２４】
　この戸袋構造１０は、部屋Ｒの出入口１Ａを開閉する引戸式ドア１の戸袋として設けら
れており、出入口１Ａを開放するべくドア１が移動した際にドア１を収容するドア収容空
間２を仕切る室外側パネル１１と室内側パネル２０とを有している。室外側パネル１１と
室内側パネル２０は、ドア１をスライド自在に支持するフレーム１Ｃに組み付けられてい
る。ドア１は、閉じると室内Ａと室外Ｂを仕切ることができるものである。
【００２５】
　室内側パネル２０は、間隔をおいて互いに平行に配された外パネル２１と内パネル２２
とを有する二層パネル構造として構成されており、外パネル２１と内パネル２２との間に
、上下方向に貫通した通風路２３が確保されている。
【００２６】
　室内側パネル２０の下部には、室内Ａに向けて開口する通風口２４Ａを備えた下側通風
室２４が設けられ、室内側パネル２０の上部には、室内Ａに向けて開口する通風口２５Ａ
を備えた上側通風室２５が設けられている。室内側パネル２０の内部に形成された通風路
２３は、上端が上側通風室２５に連通すると共に下端が下側通風室２４に連通している。
【００２７】
　また、上側通風室２５の通風口２５Ａには、強制送風用の電動式のファン（送風機）２
６が設置されている。このファン２６は、上側通風室２５の通風口２５Ａと下側通風室２
４の通風口２４Ａの一方から吸い込んだ室内空気を通風路２３を通して他方から吹き出す
ための強制送風を行うものである。
【００２８】
　本実施形態の戸袋構造１０は下部吸込運転されるものであり、ファン２６の駆動時に、
下側通風室２４の通風口２４Ａから室内Ａの下層部の空気を吸い込み、その空気を、通風
路２３内において図１中矢印Ｙのように上向きに流通させて、上側通風室２５の通風口２
５Ａから吹き出す。そのため、下側通風室２４の通風口２４Ａに集塵用のフィルタ２８が
取り付けられている。
【００２９】
　また、室内側パネル２０の上部と下部にはそれぞれ温度センサ３１、３２が設けられて
いる。また、この戸袋構造１０は、ファン２６を駆動制御する図示しない制御手段を備え
ている。この制御手段は、温度センサ３１、３２の検出値に応じてファン２６の出力を制
御することで、吹出風量を調節する。また、制御手段は、ドア１の開閉動作に連動してフ
ァン２６をＯＮ／ＯＦＦさせることもできるようになっている。この点については後述す
る。
【００３０】
　次に作用を説明する。
　この戸袋構造１０を運転する場合は、ファン２６を駆動する。そうすると、図６（ａ）
に示すように、下側通風室２４の通風口２４Ａから室内Ａの下層部の空気を吸い込み、そ
の空気を、通風路２３内において上向きに流通させて、上側通風室２５の通風口２５Ａか
ら吹き出す。従って、図６（ａ）中の矢印で示すように、床付近の空気と天井付近の空気
を効率よく循環させることができる。
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【００３１】
　また、この戸袋構造１０は、引戸式ドア１の付帯設備である戸袋として設置されている
ので、邪魔にならず、別に空気循環用の送風機を室内に備える必要がない。従って、送風
機の転倒の問題や送風機の回転羽に人の手が触れる危険などを排除できる。また、出入口
付近の戸袋からの送風となるので、室内の特定箇所へ局部的に強い風が吹き付けられるよ
うな問題も排除できる。
【００３２】
　また、ファン２６を停止させた場合は、通風路２３内に滞留する空気によって断熱効果
を発揮できるので、戸袋を通しての室内外の熱の授受を抑制することができる。この際、
通風口２４Ａ、２５Ａをダンパ等で塞ぐことができるようにしてあれば、空気の流通を確
実に遮断することができるので、より断熱効果を発揮することができる。
【００３３】
　また、この戸袋構造１０は、上部と下部に温度センサ３１、３２を備えているので、図
示しない制御手段によって、上側の温度センサ３１と下側の温度センサ３２の検出する上
部と下部の温度差に応じてファン２６による送風量を変化させるようにすることができる
。例えば、上部と下部の温度差が大きいときに送風量を増大させ、温度差が小さいときに
送風量を減少させるように制御することにより、温度差に応じた適切な送風量で空気循環
を促進させることができ、室内の温度の均一化に貢献することができる。
【００３４】
　また、ファン２６の送風方向を逆に設定すれば、図６（ｂ）に示すように、下部吹出運
転に変えることができる。即ち、ファン２６の送風方向を逆にすることで、上側通風室２
５の通風口２５Ａから室内Ａの上層部の空気を吸い込み、その空気を、通風路２３内にお
いて下向きに流通させて、下側通風室２４の通風口２４Ａから吹き出すようにすることが
できる。この場合も、天井付近の空気と床付近の空気を効率よく循環させることができる
。
【００３５】
　次に他の実施形態について述べる。
　図７は、本発明の第２実施形態の戸袋構造の室外側から見た正面図である。この第２実
施形態では、室外側パネル１１が日照を受ける屋外に向けて配置されている場合、室外側
パネル１１の外面の少なくとも一部に太陽電池パネル５０を配置している。こうすること
で、太陽電池パネル５０で発電した電力をファン２６の駆動電力の少なくとも一部として
使用することができて、省エネ効果を上げることができる。また、太陽電池パネル５０で
発電した電力でファン２６の駆動電力を全て賄えるようにすることができれば、電源系統
の配線工事を最小限に抑えることが可能となる。
【００３６】
　図８は本発明の第３実施形態の戸袋構造の側断面図である。この第３実施形態のように
、室外側パネル１１が日照を受ける屋外に向けて配置されている場合で、しかも、室外側
パネル１１が日照を透過する透明部材で構成されている場合は、室内側パネル２０の外パ
ネル２１の外面に日照を反射する反射面５１（例えば反射素材を貼り付けることで形成す
る）を設けことにより、例えば夏場に日射を反射することができるので、室内Ａの温度上
昇を抑えることができる。なお、室外側パネル１１の外面に日照を反射する反射面５１を
設けても同様の効果を得ることができる。
【００３７】
　図９は本発明の第４実施形態の戸袋構造の側断面図である。この第４実施形態では、室
外側パネル１１が日照を受ける屋外に向けて配置されている場合で、しかも、室外側パネ
ル１１と室内側パネル２０の外パネル２１とが日照を透過する透明部材で構成されている
場合に、室内側パネル２０の内パネル２２の通風路２３に面する板面に、室外側パネル１
１および室内側パネル２０の外パネル２１を透過して来た日照を反射して通風路２３内の
空気を温めるための反射面５１（例えば反射素材を貼り付けることで形成する）を設けて
いる。このようにすることで、例えば冬場において、通風路２３内の空気を温めることが
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できるので、ファン２６を停止した状態でも、自然対流による空気の循環効果が得られる
ようになる。
【００３８】
　次に屋外に通じる出入口の引戸式ドアの戸袋に本発明の戸袋構造を適用した場合に生じ
る別の課題について述べる。
【００３９】
　屋外と屋内を仕切るドアの戸袋として本発明の戸袋構造を適用した場合は、図１０～図
１２に示すように、出入口１Ａのドア１が開放しているときに、室外から室内に外気が入
り込む。特に冬場などの寒い季節には、室外Ｂの冷たい外気が、出入口１Ａの主に下側（
出入りする人の足元）を通って室内Ａに入り込んで来る。
【００４０】
　その際、ファン２６が稼働していて、下側通風室２４の通風口２４Ａ（図１参照）から
空気を吸い込む下部吸込運転を実施している場合は、出入口１Ａから入り込んだ冷たい外
気を、図１１に示すように真横にある戸袋構造１０の下側から吸い込んで室内に循環させ
てしまうことになる。
【００４１】
　そこで、そのような場合の対策として、図示しない制御手段は、ドア１の開放中にファ
ン２６を停止させるように制御する。このようにドア１の開放中にファン２６による送風
を止める場合、ドア１の開放により室外から室内に入ってきた空気を、できるだけ室内に
循環させないようにすることができる。
【００４２】
　図１３は、ドアの開閉動作に応じてファンの駆動制御を行うようにした制御システムの
構成を示すブロック図である。この駆動システムは、自動ドア駆動用の駆動システムと戸
袋構造の駆動システムを統合したものである。
【００４３】
　自動ドア駆動用の駆動システムは、自動ドア駆動のための全般を統括制御する制御部６
３の中に、ドア１の駆動部６１を制御するドア駆動制御部６４を有している。ドア１の駆
動部６１の中には、ドア位置検出部６２が含まれている。これらの各要素には一次電源６
５から電源が供給されている。
【００４４】
　また、戸袋構造の駆動システムは、システム制御部（制御手段）６６を有しており、こ
のシステム制御部６６によってファン６８（前記実施形態のファン２６に相当）が駆動制
御される。なお、二点鎖線で示すサブのファン６９を追加してもよい。サブのファン６９
は、メインのファン６８と同方向に送風するものであってもよいし、逆方向に送風するも
のであってもよい。
【００４５】
　同方向に送風するものとした場合は、メインのファン６８では風量が足りない場合の増
風に利用することができる。また、逆方向に送風するものとした場合は、メインのファン
６８を停止した際にサブのファン６９を駆動することにより、図６（ｂ）に示すように、
上部吸込・下部吹出運転を実施することができる。
【００４６】
　また、戸袋構造の駆動システムでは、システム制御部６６が、自動ドアの駆動システム
から電源の供給を受けると共に、補助電力部７１からも電源の供給を受けることができる
ようになっている。補助電力部７１にはバッテリ７２が接続され、バッテリ７２には充放
電制御部７４を介して太陽光や風力を利用した発電部７３が接続されている。従って、発
電部７３で発電した電力を用いて、ファン６８、６９を駆動することができるようになっ
ている。
【００４７】
　また、戸袋構造の駆動システムのシステム制御部６６には、自動ドア連動用信号部６７
から自動ドアの開閉動作の情報が入力される。これにより、自動ドアの開閉動作に応じて
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ファン６８、６９の駆動制御ができるようになっている。
【００４８】
　図１４は図１３の駆動システムによって、図１０～図１２にて示した課題を解決する場
合のファン制御の流れの一例を示すフローチャートである。
【００４９】
　この制御がスタートすると、ステップＳ１でファンモータを駆動する。次にステップＳ
２でドア１の状態を確認し、ステップＳ３でドア１が閉鎖端で停止しているかどうかを判
断する。ドア１が閉鎖端（完全閉状態）で停止している場合は、ドア１が閉じていること
であるから、ステップＳ２に戻り、ファンモータの駆動を維持する。
【００５０】
　ドア１が開放された場合は、ステップＳ３の判断がＮＯとなり、ステップＳ４に進んで
ファンモータを停止させる。次にステップＳ５でドア状態を確認し、ステップＳ６でドア
１が閉鎖端で停止したかどうかを判断する。ドア１が閉鎖端で停止していないと判断した
場合は、ドア１が依然として開いているということであるから、ステップＳ４に戻り、フ
ァンモータの停止を維持する。
【００５１】
　ドア１が閉じられて閉鎖端で停止した場合は、ステップＳ６の判断がＹＥＳになり、ス
テップＳ７に進む。ステップＳ７ではタイマー処理を行い、ステップＳ８でタイマー時間
の経過を判断する。タイマー時間を経過するまでは、ファンモータの停止を維持するため
、ステップＳ５に戻る。タイマー時間を経過したら、スタートに戻り、ステップＳ１でフ
ァンモータを駆動する。ここで、あえてタイマーで保留時間を設定するのは、たとえドア
が閉じていたとしても、周辺に冷たい外気が滞留している間は、ファンを回さないように
するためである。
【００５２】
　また、上記においては、下部吸込運転を行う場合について説明したが、下部吹出運転を
する場合（上部の通風口２５Ａから空気を吸い込で下部の通風口２４Ａから吹き出す運転
する場合）でも、ドアの開放中に入り込んで来た冷たい空気を、通風口２４Ａから吹き出
す空気で巻き込んでしまい、冷たい空気の流入を助長するおそれがある。それを、ドアの
開放中にファンを停止させることにより、防ぐことができる。
【００５３】
　また、上記実施形態では、室内側パネル２０を外パネル２１と内パネル２２の二重パネ
ル構造で構成し、外パネル２１と内パネル２２の間に通風路２３を確保した場合を説明し
たが、それ以外に、図１５に示すように室内側パネルを構成することもできる。
【００５４】
　即ち、図１５（ａ）に示す室内側パネル２０Ｂは、上下方向に互いに平行に貫通した複
数の空間を有したハニカムパネル８１で構成してあり、前記複数の空間を通風路として利
用している。
【００５５】
　図１５（ｂ）に示す室内側パネル２０Ｃは、上下方向に互いに平行に貫通した複数の空
間を有した中空パネル８２で構成してあり、前記複数の空間を通風路として利用している
。
【００５６】
　図１５（ｃ）に示す室内側パネル２０Ｄは、複数の丸パイプ（角パイプでもよい）を上
下方向に互いに平行に並べて合体させることで、パイプ内部に上下方向に互いに平行に貫
通した複数の空間を形成したパイプ合体パネル８３で構成してあり、前記複数の空間を通
風路として利用している。
【００５７】
　これらのパネル８１～８３を利用した場合、複数の通風路２３の上端を上側通風室２５
（図１参照）に連通させ、下端を下側通風室２４（図１参照）に連通させることで、第１
実施形態と同様の効果を期待することができる。また、通風路２３を形成する仕切りの壁
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が室内側パネル２０Ｂ～２０Ｄ内に多く存在することになるので、室内側パネル２０Ｂ～
２０Ｄの強度アップを図ることができると共に、通風路２３を通過する空気と室内側パネ
ル２０Ｂ～２０Ｄの伝熱面積の増加により熱交換を促進させることができる。つまり、室
内側パネル２０Ｂ～２０Ｄ自体を熱交換器として機能させることも可能となる。
【００５８】
　なお、本発明は、図面を参照して説明した上述の実施形態に限定されるものではなく、
その技術的範囲において様々な変形例が考えられる。
【００５９】
　例えば、図１５（ａ）～（ｃ）は、室内側パネルの全体を同じパネル構造とする場合に
ついて述べたが、室内側パネルを、図１５（ａ）～（ｃ）の組み合わせで構成することも
できる。つまり、室内側パネルの幅方向の一部と他の一部を別のパネル構造とすることも
可能である。
【００６０】
　また、室内側パネルは、適用する場所に応じて、透明部材で構成してもよいし、不透明
部材で構成してもよいことは勿論である。
【符号の説明】
【００６１】
　１　ドア
　１Ａ　出入口
　２　ドア収容空間
　１０　戸袋構造
　１１　室外側パネル
　２０，２０Ｂ，２０Ｃ，２０Ｄ　室内側パネル
　２１　外パネル
　２２　内パネル
　２３　通風路
　２４　下側通風室
　２４Ａ　通風口
　２５　上側通風室
　２５Ａ　通風口
　２６　ファン
　２８　フィルタ
　３１，３２　温度センサ
　６６　システム制御部（制御手段）
　８１　ハニカムパネル
　８２　中空パネル
　８３　パイプ合体パネル
　Ａ　室内
　Ｂ　室外
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